
 

■申込・参加要領  ： 当会ホームページからお申込みください。ＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mail からもお申込み頂けます。 
後日（開催日１週間～１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 

※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HP にてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 
※お申し込み後のキャンセルはお受け致しかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願いします。 

■お申込・お問合わせ先： 企業研究会 公開セミナー事業グループ 担当／民秋・川守田 E-mail:tamiaki@bri.or.jp 
 TEL：03-5215-3514 FAX：03-5215-0951  〒102‐0083 東京都千代田区麹町 5-7-2 MFPR 麹町ビル 2Ｆ 

 

東京会場 大阪会場 

２０１９年 １月２３日（水）１０：００～１７：００ 

 東京／企業研究会セミナールーム（東京：麹町） 
大阪／ＴＡＣ梅田校（大阪：梅田センタービル５Ｆ） 

東京  182066-0303 

東京 

大阪 

大阪  182119-0303 

横木増井法律事務所 弁護士  礒山 海 氏 

 

大阪会場は昼食代を含みません 

 

新任担当者を対象に、契約書作成に求められる基礎知識、頻出契約条項の意味などを体系的、かつ、平易に解説 

基礎から学ぶ『契約書作成』の知識 
 

■開催にあたって■ 

 

 契約書を作って取引を行うことは、とても

大切です。企業がトラブルに巻き込まれるケ

ースには、事前に契約書を作っておけば回

避できたものが相当数あります。また、トラブ

ルに巻き込まれても、契約書を整備していた

おかげで、自社に有利な条件で解決できた

ケースもよくあります。 

 そうとはいえ、とにかく契約書を作ってさえ

おけばいいというわけでもありません。契約書

を作っていたにもかかわらず、契約書の出来

が悪かったばかりに、かえってトラブルの素に

なってしまうケースもあります。契約書を作る

のであれば、用語や条項の意味を正確に理

解し、これらを使いこなさないと、契約書を

作る意味がありません。また、デメリットを考

慮しても、あえて契約書を作らない方がよい

ケースもあるかもしれません。 

 本セミナーでは、契約書を作る意味に遡り

ながら、基礎的な知識の解説から、頻出条

項や契約書の実例の解説までを行います。

あまり数は多くありませんが、債権法改正に

より影響を受ける事柄についても触れる予定

です。 

東京大学法学部卒。アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所。米国 University of Virginia School of Law, 

LL.M.課程修了、客員研究員。ハンガリーの Lakatos, Köves és Társai (Lakatos, Köves and Partners)での執

務経験も有する。2017 年 4 月より現職。弁護士、ニューヨーク州弁護士。税務、スポーツ法、外国法をはじめ

とする諸分野での執筆・講演多数。 

１．契約―成立と効力― 

 ～契約書作成の基本姿勢と基礎知識を解説いたします～ 

（１）そもそも「契約」とは何か 

（２）契約の成立要件 

（３）契約書の機能 

（４）ひな形や「先例」利用時の注意点 

（５）非典型的な契約締結方法 

（６）契約の効力 

２．契約書作成の実務 

（１）契約書の一般的な構成 

（２）間違えやすい契約書特有の用語 

（３）契約書に関する基礎知識 

（契印・割印、印紙税、加除訂正方法その他） 

（４）契約書作成の際の注意事項 

３．頻出契約条項の意味と注意点 

（１）譲渡禁止条項 

（２）解除条項 

（３）違約金条項 

（４）損害賠償条項 

（５）管轄条項 

（６）仲裁条項 

（７）準拠法条項 

（８）誠実協議条項 

（９）完全合意条項 

（１０）変更の方式を制限する条項 

４．契約書の実例を用いたケーススタディ 

 ～サンプルを用いて具体的なポイントについて解説いたします～ 

（１）秘密保持契約書 

（２）取引基本契約書 

５．質疑応答                                     ※最少催行人数に満たない場合、開催中止となる場合がございます。 

 

 

 

３７，８００円（本体価格 ３５，０００円） ４１，０４０円（本体価格 ３８，０００円） 

３４，５６０円（本体価格 ３２，０００円） ３７，８００円（本体価格 ３５，０００円） 

(本セミナーについては、名古屋会場の開設はございません) 


